
徳
正
寺
の
開
基
徳
本
賢
界
は
、
昭
和
六
十
二
年
十
月
に
島
根
県
鹿
足
郡
六
日
市
よ
り

上
京
し
、
昭
和
六
十
三
年
一
月
一
日
付
で
東
京
首
都
圏
都
市
開
教
狭
山
布
教
所
の
専
従

員
と
し
て
任
用
さ
れ
ま
し
た
。

開
教
活
動
す
る
中
で
、
縁
あ
っ
て
平
成
六
年
狭
山
市
東
三
ツ
木
の
地
に
境
内
地
を
取

得
し
、
本
堂
を
建
立
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

爾
来
、お
念
仏
の
輪
が
広
が
り
、多
く
の
御
門
徒
と
の
ご
縁
を
い
た
だ
く
事
と
な
り
ま

し
た
。

平
成
十
九
年
十
二
月
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
よ
り
承
認
を
い
た
だ
き
、
非
宗
教
法
人

「
徳
正
寺
教
会
」
と
し
て
包
括
さ
れ
る
事
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
よ
り
寺
院
設
立
を
承
認
さ

れ
、
平
成
二
十
四
年
二
月
、
埼
玉
県
庁
よ
り
寺
院
規
則
の
認
証
を
受
け
、
宗
教
法
人
「
徳

正
寺
」
が
誕
生
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

徳
正
寺
の
年
間
行
事
は
、
特
別
法
要
と
し
て
一
月
一
日
修
正
会
（
元
旦
会
）、
三
月
春

季
彼
岸
会
、
八
月
歓
喜
会
（
盂
蘭
盆
会
）、
九
月
秋
季
彼
岸
会
、
十
一
月
報
恩
講
法
要
を

修
行
し
て
お
り
ま
す
。

通
常
法
要
と
し
て
は
、
毎
月
第
三
土
曜
日
定
例
法
話
会
を
勤
め
て
お
り
ま
す
。

一
人
で
も
多
く
、
門
信
徒
の
皆
様
方
の
参
拝
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

「
徳
正
寺
」
の
寺
号
は
、
開
基
徳
本
賢
界
の
出
身
で
あ
る
島
根
県
の
「
徳
正
寺
」
の
寺

号
を
そ
の
ま
ま
付
け
た
も
の
で
あ
り
、
島
根
の
お
陰
で
今
が
あ
る
と
の
想
い
で
も
あ
り

ま
す
。

宗
教
離
れ
が
叫
ば
れ
て
い
る
昨
今
、阿
弥
陀
仏
の
お
念
仏
の
お
法
が
、一
人
で
も
多
く

の
方
に
伝
わ
る
よ
う
、
誰
で
も
気
楽
に
お
参
り
が
で
き
る
よ
う
創
建
さ
れ
た
お
寺
で
あ

り
ま
す
。
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